
 当院では、「オンライン資格確認」の導入にあたり「医療情報・システム
 基盤整備体制加算」を算定させていただいております。
 令和５年４月１日より再診時も算定対象となりますので、受診の際は
 「マイナンバーカード」をご利用ください。

◇ 従来の健康保険証で受診された場合

◇ マイナンバーカードで受診し、「診療情報等の取得」に同意されなかった場合

令和５年４月以降

初診時 ６点 （３割負担の場合１８円）

再診時 ２点 （３割負担の場合６円）

◇ マイナンバーカードで受診し、「診療情報等の取得」に同意された場合

◇ 他の医療機関から診療情報の提供がある場合

令和５年４月以降も変更なし

初診時  ２点 （３割負担の場合６円）

再診時  ―

マイナ受付をご利用ください

受診の際は「マイナンバーカード」をお持ちください

《 医療情報・システム基盤整備体制充実加算 》

医療法人樫本会 樫本病院

◇ 従来の健康保険証で受診された場合
◇ マイナンバーカードで受診し、「診療情報等の取得」に同意されなかった場合

◇ マイナンバーカードで受診し、「診療情報等の取得」に同意された場合
◇ 他の医療機関から診療情報の提供がある場合

マイナ受付をご利用ください


